
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
（
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
） 

一 

趣
旨 

 

行
政
手
続
等
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
自
治
体
が
国
の
登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
登
記

情
報
を
直
接
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
登
記
事
項
証
明
書
等
の
添
付
書
面
等
を

省
略
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正 

二 

内
容 

 

添
付
書
面
等
の
省
略
が
可
能
と
な
る
通
則
的
な
規
定
の
追
加
の
ほ
か
、
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
を
踏
ま
え
た
条
例
名
等
の
改
正 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 

   

f9a47584-f68b-4be2-aeb3-13a3323913f0


		Motohiro Ohno
	2026-03-30T15:26:07+0900
	2026-03-30 15:25:49 +09:00 JSTに承認しました


	



